
共用範囲及び事業許可基準規則への適合性確認について 

（廃棄物管理事業変更許可申請に係る指摘事項への回答） 

１．はじめに 

廃棄物管理施設の事業許可基準規則の各条のうち，共用する第１貯蔵系に該当する条文

を再精査する。その上で，該当する条文で要求されている「措置を講ずること」「設けるこ

と」に対して，要求を満たすために直接的に必要な設備を明確にし，それらの設備は原則共

用として再整理した。 

共用範囲について，各条文の要求事項に対し必要な設備又は運用を明確にすることによ

り，事業許可基準規則への適合性の確認がより適切なものになる。 

上記の方針より，共用範囲に係る整理を実施し，共用範囲の変更及び適合性確認に係る考

え方の変更並びに関連する整理資料の変更を行った。それらについて以下に示す。 

２．共用範囲に係る整理 

・本変更における廃棄物管理施設が必要とする機能は，雑固体の保管廃棄能力と同じ機能

であり，そのために直接必要とする機能を有する設備である第１貯蔵系を共用する。 

・また，事業許可基準規則に適合するために必要な設備又は運用を明確にし，必要な設備

については，再処理施設と共用する。 

・なお，第二条等に係る第１貯蔵系を収納する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は建物の区分

であるため，事業許可申請書本文の記載事項としての設備扱いではないことから，施設

の共用に該当しない。 

整理した結果は下表の通り。（詳細は別紙参照） 

表 事業許可基準規則の適合に必要な再処理施設の設備 

条文 適合に必要な設備 整理した結果 

第四条第二号 第１貯蔵系に係る火災感知設備 今回共用 

第１貯蔵系に係る消火設備 今回共用 

第六条 

第１項，第２項 

第 1貯蔵系 今回共用 

第九条 人の容易な侵入を防止できる柵等 既許可共用済 

第十一条第２項 第 1貯蔵系 今回共用 

第十六条第一号 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部 今回共用 

第十六条第一号 個人管理用設備 既許可共用済 

第十六条第二号 屋外モニタリング設備 既許可共用済 

第十七条第２項 第 1貯蔵系 今回共用 
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３． 共用範囲の変更及び事業許可基準規則への適合性確認に係る考え方の変更による整理

資料の変更について 

  「共用範囲」及び「事業許可基準規則への適合性確認に係る考え方」が以下の通り変

更となっていることから整理資料を変更した。詳細は以下の通り。 

＜共用範囲の変更＞ 

「２．共用範囲に係る整理」の通り。 

＜適合性確認に係る考え方の変更＞ 

変更前：設備を主管する再処理施設の適合をもって廃棄物管理施設の適合性を確認する。 

変更後：各条文の要求事項に対し必要な設備又は運用を明確にすることにより，事業許可基

準規則への適合性を確認する。 

整理資料の変更箇所 

① 本文，第２表

項目 変更内容 

２．変更の内容 

２－１ 共用する範囲 

共用する第１貯蔵系の他，事業許可基準規則第

四条の適合に必要な第１貯蔵系に係わる火災

感知設備及び消火設備並びに第十六条第1項

の放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器

の一部を共用することについて記載。 

４． 廃棄物管理施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則への適合性

の確認について 

(1)適合性を確認する条文又は項

(2)適合性に影響がない条文又は項

適合性の確認方法を，再処理施設の設備又は運

用を明確にすることで，事業許可基準規則へ適

合していることを確認することに変更したこ

とにより，該当条文を変更。 

第２表 適合性の確認方法を，再処理施設の設備又は運

用を明確にすることで，事業許可基準規則へ適

合していることを確認することに変更。 
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② 補足説明資料１，３，参考資料１

項目 変更内容 

補足説明資料１ 

３．共用する際の共用範囲 

(1)共用の考え方

事業許可基準規則に適合するために必要な再

処理施設の設備及び運用を明確にし，必要な設

備を再処理施設と共用することを記載。 

(2)事業許可基準規則に必要な設備 事業許可基準規則に必要な設備の整理結果を

記載。 

補足説明資料３ 

２．確認方法 

３．確認結果 

今回の共用範囲とする設備として追加した第

１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備

並びに放射線監視設備のうち，放射線サーベ

イ機器の一部について，以下を記載。 

・事業許可基準規則への適合性の確認方法

・適合性の確認結果

参考資料１ 適合性確認に係る考え方の変更に伴い，事業許

可基準規則と事業指定基準規則の条文比較は

適合性確認に使用しないことから，当該参考資

料１を削除。 

以 上 
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別紙
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